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1遣路の市場財的側面

　わが国を含む現代の多くの国は，r遣路は本来無料」という立場を明らかに

しており，有料道路制度を探用する場合にも，その借入金の完済とともに無料

開放することを定めている．

　たしかに道路は不特定多数の人々によって集合的に消費され，人々の基本的

な二一ズを充すものであり，公共財的側面を強く持っている．しかしその経済

的性椿は，もう少し深く吟味してみる必要がある．一般に道路が持つ機能のう

ち，アクセス機能（土地・建物への接近・出入の機能）や空間機能（広場，並

木，電線・ガス管・地下鉄等の埋設などの機能）が卓越する衛路や足元道路に

おいて，公共財的性格が強く，自動車通行（トラフィヅク）機能が卓越するに

つれて，道路は私的財的性格を強める．とくに自動車専用遭路は構造的に「排

除性」……料金を払わないものを排除できる……を持っており，またそれは，

一般遺という代替路が存在するなかで，より高い質のサービスを選択的に提供

するという意味で，選択財的性格を持つと言える．このような次第で，自動車

通行機能の卓越した遺路ほど，価椿づけの可能な，市場的供給により良く馴染

む性質を持っている．

　なお公共財的性樒の道路でも，そこに混雑が生じれぱ消費の競合性が生じ，

需要抑制的な価楕の機能（混雑税）が必要とされる．その収入はやがてその遭

路容量の拡大費用に充てられるであろう．ただこの実施例は世界でも稀であ

る．
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　いずれにせよ遭路の整備には多大の経済資源が投じられており，r道路は無

料」で一概に片付けるべきではなく．それが誰によって負担されるのが最も公

平であり効率的であるかの問題として．考えられるぺきである・以上のような

視点からこの問題についての大づかみな結論・・…・必しも唯一の結論ではないが

　　・を言えぱ，次のようになろう．

　アクセス・空間機能の卓越した都市街路やコミュニティー道路は地域の公共

一般財源で，自動車通行機能のより卓越した地域的または全国的な幹線遭路

（例えぱ国道，都道府県道）は何らかの道路利用者税で整備する・高速遣路等

の自動車専用遣路は，国遣，県遣なみの道路利用者税に加えて，それがより高

度な道路サービスを提供するのに必要とされた追加費用分を回収するための通

行料金で，その分をカバーする。

　そのほかに，特定遣路の新設や改良によって利益を得る地主，開発企業，商

店衛などが，その実現の促進のために費用の相当部分を負担するといった，受

益者負担ないし開発利益の還元の方式がある・ウェイトが小さいながらも，こ

れは遭路整備の利益が特定集団に濃密に及ぷ場合の費用負担方式として位置づ

けられる．

　さて，このような大づかみなフレームワークに基いて，以下には・遣路利用

者税，通行料金，受益者負担のそれぞれについて，その理論と実際一・・とくに

最近の世界の動き……を述べ，その中から，わが国の今後のあるべき方向への

示唆を提示してみたい・

2道路特定財源制度の経済的意味

　（1）欧米における遭路特定財源制度

　特定財源制度とは自動車関係諸税のうちのいくつかの税項目の収入をイヤマ

ークして，道路の整備財源に充てる制度である・該当する税は道路利用者税と

呼ばれる．欧米各国の実情については別に述べたことがあるので1〕，ここでは

ごく簡略に述ぺよう．最も明確な形でこれを採用しているのが米国，日本，ペ

ルギー，スイスなどで，西独ではこの制度が近年やや後退を余儀なくされてい
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る．最も早く道路基金を設けた英国では，すでに30年後にはそれは有名無実

のものとなり，おくれて出発したフランスにおいても，その後いち早くそれは

形骸化している．このような本制度の後退やそれからの離脱は，’一般的な財政

難や，赤字に苦しむ国鉄の救済などの状況が，特定財源崩しへの誘惑を強めた

からである．

　（2）急激な需要増加への対応

　米国における遺路利用者税の誕生と発展を促したものは19世紀末の自動車

の出現である・自動車の行動は広域的であり，各コミュニティーを通過してそ

の遺路を損傷する．遭路整備の二一ズは広汎にまた爆発的に増大するが，そう

なると・従来のrコミュニティーの遭路整備費はその近傍のネ動産所有者への

課税で賄う」というやり方では，不公平でもあり，また到底その二一ズに追い

付けない．そこから州政府による自動車登録税，ついで自動車燃料税，そして

それを補充する道路損傷（重量）税の創設とその遭路整傭への充当が行われる

ようになった2〕．

　日本の遺路利用者税の歴史は昭和29年より始まるが，数次の法改制によっ

て，揮発油税，石油ガス税，自動車重量税が国の特定財源に，それらの地方譲

与分と自動車取得税軽油引取税とが地方の特定財源とされた．それは爆発的

なモータリゼーシ目ンがもたらす犬きな遣路整備の二一ズに対応するための，

緊急描置としてなされたが，今もなお必要措置として続いている．遣賂支出と

GNPの伸ぴを実質タームで比較すると，昭和60年と昭和30年の対比では，

前者が18・1倍・後者は8・3倍と，前者が上廻っている．つまり爆発的な整傭二

一ズに答えるという狙いは果されてきたと言えよう．

　遭路利用者諸税はすべて従量税なので，その間の物価上昇に合わせて，その

税単価の調整がなされなけれぱならない：1970年代の米国の「道路の荒廃」

の一原因は・その調整を怠ったこと1…求められるが，わが国の場合は，昭和

30年から60年までのGNPのデフレータの4．4倍の上昇に対して，例えぱ揮

発油税の単価は4．1倍の上昇で，まずは調整の努カがなされていると言える．

　（3）政治判断に対する市場の判断（マクロ的需給均衡化の機能）
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　財政当局，また多くの政治家は，財政に特定財源制度を持ち込むことを・目

己の裁量権を狭ぱめるものとして，嫌う傾向がある・しかし現実の予算配分の

プロセスを見ると，その裁量権の行使が資源の適正配分をもたらすことは，き

わめて稀であり，少数暑の強い利害関係に左右されている．また石油危機後の

財政難の下で，日本を含めた世界の主要国が，削減し難い経常支出にはさほど

手をつけず，社会資本形成費を大幅に削滅したことは良く知られている．（図

一1参照）

図一1一般会計予算経常部門、投資部門

　　　別内訳の推移（当初べ一ス）

100％

80

60 経常部門

40

　　23・120，3
20　　　　ユ8・517・016，615．9

投資都門
0
　　54　　55　　56　　57　　58　　59（年度）

　　　　　　　　　　　　　　建設省資料より

　その中で道路予算も，一時的には予算の一部保留などによって，その伸ぴが

停滞し，シェアを低めたが，遣路利用者グノレープの反援などもあって・そのシ

ェアは回複に向った．特定財源はその点で本来の機能を果したと言える．

　特定財源制度の下での遭路利用者税は，道路の費用を負担しても道路サーピ

スを欲するという，利用者の意志表示であり，遣路整備は，丁度それに対する

有効需要の犬きさに忠じて実現されるであろう・整備が過少であると利用者が

感じれぱ，利用者税率の上昇を受け入れるであろうし3），過大になったと感じ

れぱ，彼らは税率の引下げを要求するであろう・（もちろんこのようなメカニ
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ズムが円滑に働くためには，より多くの憎報公開，利用者の意識の把握，政

挿・行政プロセスの改善などが必要であることは，言うまでもない）。

　（4）価楕機能の不十分さ

　上述のように特定財源制度は，マクロ的な需給均衡作用を持つものであるが，

その価樒としての機能はミクロ面では著しく不十分である．それは当然のこと

で，例えぱ燃料税はどこの遣路を走ろうと，自動的に一率の税率で支払われる．

本当の価椿であれぱ，混雑区間では高く，空いた区間では安くとなる筈だが，

一率の税率の下では，混雑区間では抑制機能が過少にしか働かず，空いた区間

では抑制機能が不必要に大きく働く．

　もう一つの問題は，国レペルの特定財源にあっては，各地域での税収入が一

旦中央でプールされた上，行政の手によって各地域に配分されることである．

これでは各地域の二一ズが予算配分に反映される保証がない．

　日本についてこの点を見ると，時代的変遷はあるものの，基本的には，遭路

利用者税収入のより、多くの部分が，大都市圏とその周辺圏から集められ，その

より多くの部分が地方圏に配分されている．税収入の地域的遼元率（地域ごと

の配分額をその推定収入額で除し，百分比で表示したもの）は表一1のようで，

この傾向を明らかに表わしている．日本のようにまだ遣路網の形成期にある場

表一1道路利用者税の地域別還元率

　　　　　北東北県首　北
地　域海北関都て言陸　　　　　　　　6　　東　　　　　　　3
　　　　　道　県　3　圏聾県

（％）

　中　　京周　　山　　四　　九
　京　　阪辺　　陰　　国　　州
　圏　　神4　　2　　4　　7
（4県）　と県　　県　　県　　県

遼元率　2．30，940，710，611，250，750，672，08　1．6

表一2　地域別道路整傭率（国遭，都遣府県遺） （％）

北 東 北 北 首 中 京 山 四 九

地域
海

北 陸
関 都 京

阪 陰 国 州
6 3 神 3 4 6

道 県 県 東 圏 圏 圏 県 県 県

国適185．3 64．1 61，3 45．2 40．5 44．8 46．0 …1 43，3 52．O

都遣府県道 η．9 54．2 50．7 42．9 60．7 33．2 32．9 37．9 28．2 38．9
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合には，人1コ稀薄地域での遣路の骨椿形成に当って，単位交通量当りの投資額

が大きくならざるを得ないという理由によって，還元率は高くなる傾向がある．

従ってこの配分を直ちに地方偏重だとは言い難い面がある．しかし，各地域の

道路整備率（改良済みでかつ混雑していない道路区間の全体に示める比率）を

表一2でみると，明らかに三犬都市圏と北関東は，四国を除く他の地方圏とく

らぺて不十分な数偉となっている・これによれぱ，やはり配分は，市場の二一

ズからやや乖離して地方重視型となっており，大都市圏の利用者が地方圏の利

用者を内部補助していることになる．近年，配分の大都市圏へのシフトの兆し

が見えるが，それは当然であり望ましい動きだと考える・

　なおすでに基本的道路網の形成を終えて維持，改良重視時代にはいった米国

では，1982年から連邦遣路利用者税収の各州への配分は，還元率8脇を下廻

らないこととされた．市場メカニズム重視の方向だと言えるであろう．

3有料道路の世界的動向と日本

　（1）世界における有料道路の流れ

　わが国は現在合計で7，456kmの有料遺路を持ち，7，682kmの米国と肩を

拉べている．そのほかにイタリーが5，072km，フランスが4，423kmスペイン

が2，000kmの有料高速道路を持っている．経営主体は，米国では州法によっ

て設立された数多くの公社であり，その経営状態は殆どが良好である・イタリ

ーでは民間会杜2，国または地方政府が過半の株式をもつ会社19，．地域組合3

である．またフランスでは民間会社が1，半官半民会社が8で，スペインでは

民間5，国有会社1（経営難の民間3杜を吸収した）である・この米国を除く

3ケ国に共通するのは，高速道路の大半を有料で整備していること，石油危機

後に経営難に陥ったものが半数前後あり，その中には民間会社が多かったこと、

またそれを機に経営難の民間会社を半官半民に切り換えて，政府の補助や，半

官半民会社相互の余剰の融通（限定的プール制）という挺子入れを行い，その

後の新規建設は半官半民会社のみに行わせるとしたことである。

　今後の計画については，米国では連邦政府が従来のr有料遣路には補助せ
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ず」との方針を変更し，実験試行の名の下に，7つのプ』ジェクトに対して蓮

設費の3脇までの補助を認めるとし，長らく下火であった有料制下の新規建

設に，活藩化の兆しが見え始めた．フランスも，着工・計画中の約2・000km

の高速遣路の大都分を有料制の下で整備する予定である．

　そのほかに興味を惹くのは，NIESや開発途上国における有料道路の展開で

ある．韓国，台湾，香港では，すでにかなりの規模の高速適路や大規模トンネ

ルを有料制の下で実施している1またタイ，フィリビン，マレーシヤ，インド

ネシヤなどにおいても，都市間高速道路や都市高速遺路の一部を有料で運営ま

たは建設’している．この後者の4ケ国と香港においては，運営・建設主体は主

に民間企業であるが，その経営の前途は，香港・フィリビンを除いて，必しも

明るいものとは言えない．

　以上を要約すると，米国では有料制度の復活の兆しが見え，フランス，イタ

リー，スペインでは，特許会社の経営難，とくに民間企業の経営難を，政府の

挺子入れや限定プーノレ制で建て直し，将来の展開にようやく自信を回復したと

ころであり，またNIES3ケ国では香港のみが今後の有料プロジェクトに檀極

性を見せ，逆にそれに積極性を見せる東南アジア開発途上国では，その経営難

が懸念される，といったところである．

　さてわが国は，これらの国々にくらぺて遥かに巨大な，今後1万km近い高

規楮幹線遺路の建設という課題を，主に有料制度の活用によって実現しようと

している、しかも世界最高の地価や峻険な地形などの難しい条件の下でである．

これは実に大きな挑戦で，従来の多少とも緊急，便宜的な発想で出発したわが

国の有料道路制度をそのままの形で，果してその実現が可能であるかが，今間

われようとしている．ここで基本に立ち返って，有料遣路の意味とあり方につ

いて，より突込んだ考察が必要だと思われる．以下にそれを行ってみる．

　（2）有料逆路の国民経済的役割の再考

　a、優良プロジェクトの早期実現

　有料道路の国民経済的な利点の一つは，公共資金が不足なために，経済的，

社会的に有益な遣路プロジェクト（例えぱ費用一便益分析の結果としての内部
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収益率がきわめて高いプロジェクト）が実現出来ないような状況の下では，有

料制度の下で民間資金を導入し，そのプロジェクトの便益の早期実現をはかれ

るところにある・これは明らかに国民経済的利益である．日本の場合，東名，

名神を始めとする多く．の高速遣路やパイパスg早期実現がこれによって可能と

なったことは，大きなメリヅトである．

　b・望ましい料金原則のあり方……隈界費用

　原則と補助

　遣路の投資は，その不可分性（交通需要が小さくても，ある規模のまとまっ

た投資が最低必要とされる）という性格と，交通量が増カロして行くことを前提

として計画されるという理由のために，供用後10年またはそれ以上の間，交

通量が容量以下であって，費用逓減の状態が続くことが多い、そこでは常に限

界費用は平均費用を下廻るが，資源の最適利用のためには料金は隈界費用に等

しく定めるぺきことを，経済理論は教えている．この場合の隈界費周とは，高

遠道路の利用者がその利用の都度発生させる道路費用……主として遭蹄の維持・

補修，管理費用……であり，建設費まで含んだ平均費用よりかなり低い．従っ

て最適料金の下では，平均費用と限界費用の差額が欠損となる．そこでそれを

加入料または基本料金で埋める二部料金制が望ましいこととなるが．道路の場

合はその実施に困難がある．従ってその代りに，有料道路利用者がその利用に

基いて納入した道路利用者税を以て，それに充てることが望ましいであろう．

　たしかにそのような公的資金の投入は望ましいが，それの額があまりに大き

くなれぱ，公共資金を用いないでプロジェクトの早期実現をはかるという上記

a．の狙いが，妨げられてしまう．建設費が高いためにその必要補助額が犬き

いわが国では，このジレンマは大きいものがある．

　C．有料と無料の混在による交通の歪み

　限界費用に等しい最適料金も，その代替遣路が無料であるならば，全体とし

ての最適化をもたらさない．交通が必要以上に代替遣路に流れてしまうからで

ある．（フルコスト回収料金の場合には，この交通配分の歪みは一層甚しい）．

さりとてすべての遣路を有料にすることも出来ない．従って現実の有料遭路が

688



　　　　　　　　　　適路の費用負担・個楮づけと民閥化　　　　　　　　（117）

有益な働きをなし得るためには，そのような料金による交通の代替道路への移

転が僅かである……交通需要の料金弾カ性が小さい・一・という条件が必要であ

る．そのような条件は，次のような状況があれぱ成立する・有料遭路と代替適

路のサーピス樒差が大きいことである．日本の場合，幸か不幸か代替遭路の貧

弱さによって，かなり高い現行料金の下でも，需要の料金弾カ性は0．2～O．3と

かなり小さい．米国やフランスなどでは料金が安く，需要の弾性値も0．1前後

だと考えられる．

　d．混雑の抑制，遭路の機能分化の促進

　b．では遣路の空いている局面を考察したが，ここでは混雑が始ったあとの

局面を考察する．混雑を適切なレベルにまで抑制するr混雑税」のメリヅトは，

経済理論的にほぽ定説となっている．走行車にとって意識される私的限界トリ

ソプ費用と，その社会的隈界費用との差額を，混雑税としてかけることにより，

混薙は社会的に最適なレベルに抑制される．この理論の難点の一つは，その実

施の技術的困難性にあるが，有料遭路では，その実施の条件は整っている・

　もちろんここでも，代替適路が無料であるために，混雑税を加えた料金の下

では，代替遭路が混み過ぎて最適状態をもたらさない，という難点はある．し

かし最適ではないにしても，次善の解決をもたらすことは出来る・ここに高い

規樒の遣路と低い規楮の遣路が平行してあるとき，ともに無料であれば・両者

における走行速度が均等化する方向で交通配分が行われるが，前者に適切な料

金を課すことによって，前者で高い速度，後者で低い速度が維持されるような

交通配分が行われる．時間価値の高い者は前者に，低い者は後者に流れ・道路

の機能分化は維持され，全体としての交通の時間費用はより小さくなる4）・

　e．差別価格の導入……配分目的と収入目的の両立

　料金は隈界費用に等しいことが望ましいが，それが有料適路の最大の存在理

由である収入目的と矛層する以上，この二つの目的の両立をはかる工夫が必要

である．その一つはラムゼー価格と呼ぱれる形で与えられている5）一すなわち，

まず各利用者層ら，その利用の隈界費用を料金として課した上に，すでに投じ

た建設費（共通費）を，各利用者層のそれぞれの支払意欲に応じて上乗せして

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　689



（118） 一橋諭叢．第102巻　第5号

割り掛けるやり方で，より厳密には，各利用層ごとの料金が限界費用から乖離

する度合が，それぞれの需要の弾カ性に反比例するように料金を定めるのであ

る・これによって，建設費の回収を果しつつ，なお総利用便益額の減少を最小

にとどめることが出来る、

　f一遣路利用者税と料金の位置づけ

　日本のように，道路利用者税と料金が並存する場合には，そのフルコストを

回収することは，利用者側にとって，重複支払いとなるおそれがある．従って

まず一般国適なみの建設費分を特定財源から高速遭路に投入し，毛れ以上に必

要とされる建設費の部分だけを料金で回収するのが適当であろう．つまり一般

国遺より質の高いプレミア・サービスに対するプレミアム支払い，という観念

である．なおこの特定財源の投入の正当性は，上記b．で述ぺた論理によって

も裏付けられるであろう．

　g．補助のあり方

　f・でのぺた特定財源の投入や，b・でのべた平均費用と限界費用の差額の補

旗のほか，地域開発効果を重視して採択されたり，社会的公正の見地から採択

されたりした不採算路線については，政府はそのような政策目的に見合う国費

（一一般財源）の補助を出すのが当然であろう．また借入金の償還満了時点にお

ける用地を合めた遣路の残存価値はかなり高額であろうからその分を料金によ

る償還対象額から除いて，政府が買い取ることも考えられる．料金をそれによ

って著千でも下げることが出来よう6）．

　（3）　日本の現行有料制度の改善の方向

　日本の建設費がやむを得ない条件等によってきわめて高いため，日本の高遠

遭路の通行料金はフランスの3～4倍，米国の7倍といったように高い水準で，

今後の倣上は容易ではない・これからの建設はさらに不利な条件の下で行われ

るので，採算は一層苦しくなると予想される．今後の成否を左右する要因のう

ち，ここでは補助と差別価楕の問魑を取り上げる．（高速遣路以外の有料遭路

には言及しないが，基本的な考え方は，そのまま適用できるであろう．

　a．補助の増額
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　現在の補助は，現実の調達資金の金利如何にかかわらず，政府出資金または

利子補給金の提供によって，総体の資金コストを，既存路線等については6・5

％，新規路線の多くについては3％に抑える，という彩でなされている．この

6．5％という標準資金コストは，現在の低金利時代にあっては，市場金利より

高いために，かえって補助総額を低める働きをしており，近年の高速遭路への

補助額は，建設費，管理費等の総額の1割を相当下廻る水準となっている・

　建設費の遥かに安い米国でも，今後はその3脇を隈度に連邦補助を行う婆

勢を示しているし，フランス，イタリーでは，計画段階ではやはり2H3割を

目安に補助金を定めていた．（その年賦払いの過程でインフレに遭遇して目減

りが生じ，現実の補助額は1～2割に止まっているが）．

　有料高速道路に補助ないし特定財源の投入が必要である理由は，すでに前項

のb．g．£でのべた．また逆に補助が大きくなり過ぎて，有料遺路の主目的で

ある公共資金の節約が，著しく妨げられてはならないことも，すでにのべた・

　高遠遣路の整備と運用の最適化をはかるためには，路線採択の優先順位と採

択規模，料金の水準，補助の額という相互に関連し合う三つの重要な変数の，

最適な組み合わせを求めるぺきである．政治によって採択規模が犬き目に先決

され，財政当局によって補助額が低目に先決され，残された唯一の政策変数で

ある料金の調整（増額）によって辻棲を合わせるということが若しあるならぱ、

高速道路政策は不在だということになるだろう・この三つの変数の最適な同時

決定をあくまで追求すべきである．

　理論の上からは，i．でのべたところに依って，まず高遠道路交通量の全自動

車交通量に占めるシェアに応じて，道路特定財源からの投入を行うぺきであり，

もしそれで不足であれぱb．ないしg．でのぺたことを勘案して若干の補助を

上積みすることを考えるのが良いと思われる．近未来における国費の投入を惜

むと，借入金の未償還残高が利子の作用でふくれ出し，後年に至ってそのため

の利子補給などの支出が，道路特定財源を圧迫することもあり得るのである．

　可能な眼りの前倒し支出を行うことによって，結果として，長期に亙る国費

の支出の平準化と，総額の減少が実現する筈で，それが賢1月な選択である・
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　b。差別価格の導入

　現在の高速遣路料金は，原則として対距離画一料率である．それは日本人の

公平感に合致し，建設時期（従って物価水準）の違いに基づく料金のバラツキ

を除去し・ある程度の内部補助によってネットワークの拡大を容易にするなど

のメリヅトがある。しかし上述した補助の充実などを以てしてもなお，今後に

採算が苦しくなって，増収のために料金水準を上げざるを得なくなるとした場

合，やはり増収の実を挙げながら，なお交通量の減少，利用者便益の減少＝を最

小隈に止める手段を追求しなけれぱならない．

　そのための有効な手段が，需要の料金弾カ性を考慮した差別価樒の工夫であ

ることは，すでにのぺた。ただラムゼー価樒のようなつきつめた形でそれを導

入するのは・過度の内部補助の可能性も，あって，無理だと思われる．現実的に

は・まず画一料率制の中に・諸種の割引，割増を需要の弾カ性の犬，小に応じ

て導入して，その成果を見つつ前進すぺきであろう．例えぱ代替道路の競争カ

の強い路線や区間での割引，’料金弾カ性の犬きい需要者層や車種への割引，弾

カ性の小さい長距離帯での割引率の縮小，観光シーズンの割増，日常的短距離

交通の割引などである・また混雑区間，混雑シーズンの割増，閑散区間や閑散

期間の割引などを加味することも，望ましく恩われる．

4有料遣路の経営主体　　民間化の主張を考える

　（1）民間主体の聞魍点

　アメリカの喜劇役者ウィル・ロジャースは，交通渋帯を解決する途は，「民

間に道路をつくらせ，お役所に自動車をつくらせることだ」と得意のジ目一ク

を飛ぱしたが，道路の民間化の唱導者G．ROthは，この言葉を引用しつつそ

の主張を展開している7）．わが国でも，新聞紙上などで，遣路公団民営分割論

などが散見される・筆者は今までのぺ，また後でのべるように，道路へのより

広汎な民間参加を望ましいものと考える一人である．しかし，有料道路の経営

主体の民間化の効果については，現在のところあまり積極的な評価を与えるこ

とが出来ない．
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　まずすでに述ぺたフランス，イタリー，スベインにおける経験によれぱ，純

民間会社の方がより多く経営難，債務不履行に陥り，政府の挺子入れ，吸収，

半官半民化もしくは国有化などによって再建された．もちろん彼らの多くが後

発組で，建設のさ中に石油危機に遭遇したことを劃酌しなけれぱならないだろ

う．しかし彼らの多くには建設会社が関係しており，建設の受注により多く興

味を示し，完成後の30年間といった長期の資本回収作業には，さほどの興味

と努カを払わなかったと思われる節がある．

　元来・遣路プロジェクトは初度投資がきわめて大きく，一且完成した後の瑛

業は，ルーチン的で受動的なもので，需要開拓などの努カやイニシアチブが，

さほどの効果を挙げ得ない分野である．むしろその成繍は，交通量の成長率，

代替適路や補完遣路の整備の変化，料金増額への政府や世論の反対，物価や金

利の変動など，一企業が支配することの出来ない社会経済的要因によって左右

される・しかもその左右される期間が，30年といった長期である．このよう

な状況の下では，民間企業は最初に巨大な投資を行うリスクには，耐え得ない

であろう・ここに民間企業がその借入金に政府の保証を求め，或いは交通量の

最低保証を求める理由がある、現に日本でも東京湾横断遭路の民営化が日程に

上ったとき，業界はそのような保証を強く求めた、結果として，事葉を引き受

けた会社は，結局日本遣路公団の代行といった形で，最終的な財務的責任は公

団が背負うこととなった．

　もう一つ純民営化には間題点がある．それは適路の有効利用の要講である．

高速遭路の利用者便益やその波及効果はきわめて大きいが，その便益・効果は

道路施設が有効利用されて始めて生じるものである．現在の需要の弾力性O．2

～O．3という数値にかんがみて，もし企業が収入最大料金を求あるなら，それ

は現在よりかなり高水準となろう．しかしその代償は交通量の減少と社会的便

益の大きな滅少である・料金は必要なコストを回収する最低限に止めて，施設

の有効利用を可能とするように抑えられなけれぱならない．そこにすでに述ぺ

た補助の必要性も出てくるのである．

　このように民間企業にはリスクが大き過ぎ，資本回収に長くかかり過ぎ，極
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大利潤の追求が許されず，補助が必要であり，営業努カの成果の幅が小さい産

業において，民営化がどの程度の成果を挙げ得るか。あまり多きを望むことは

出来ないのではなかろうか．

　（2）公団経営の効率化

　前項では民間主体の問題点だけを挙げた．もちろん民営化にメリットがない

わけではない．多角的な事業を行うこ．とによって，遺路の開発効果を内部化す

る．給与や勤務条件なども柔軟に地域に適合するように変化させる．建設費や

運営費の節約に新工夫を持ち込み，狭い範囲ながらも需要喚起に死に物狂いの

カを出すなどなど．

　ただこのようなことが実現するか否かは，それへのインセンチブが働くか否

かに依存するが，一般の自由競争市場の外にあるこの事業では，やはりインセ

ンチブは人為的につく出さざるを得ない．そうであるならぱまずやるぺきこと

は，現在の公団の経営効率がいかなるもので，それに適切なインセンチブを与

えることによって，どこまで効率化できるかを考えることが先決であろう・

（単位：％）

12

11

10

図一2投下資本収益率

49年度　　　51年度　　　53年度　　55年度　　　57年度　　　59年度　　61年度
　　50年度　　52年度　　54年度　　56年度　　58年度　　60年度　　62年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：日本道路公団の各年の財務議表より作成
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　まず公団のここ10数年間の財務的パーフォーマンスをマクロ的に捉えてみ

よう・図一2は各年の投下資本の収益率……（料金収入十補助額一維持管理費）

÷償却済み道路資産額一・・を時系列に表わしている．50～55年度期間では収

益率は9％弱前後であるが，当時の支払金利は7～8％であった．また56～61

年度期間では収益率は7％をやや上廻り，そのときの支払金利は脇弱であっ

た・さらに62年度の収益率は6・脇であるが，その時の金利は約6％であった．

これを見ると，公団は絶えず現実の調逮金利を少し許り上廻る収益を挙げてき

たことがわかる・その僅かの余裕は，多少とも採算に不安のある渚工中の路線

の予想赤字を補うために，料金水準に若干の余裕を持たせてきたからである．

まずその財務的パーフォーマンスは良好だったと言える．だが問麺はこれから

である．

　これからの効率化の焦点は，新路線採択に対する経営建全化の視点からの強

い発言，建設費と維持管理費の大幅節減，顧客サービスあ質の向上を含めた需

要の喚起の三つに絞られるであろう．紙面がないのでその脊々について一言だ

けのぺておく．

　経営を危くする新規路線の政治的採択の可能性に対して，経営の建全を守る

立場からの公団の発言カを強める制度・…・・例えぱ外部の経営の権威者を合んだ

かなりの権隈を持つ経営委員会の設置など……の工夫が必要であろう．費用節

減と需要喚起は二大経営目標として全カを挙げて遣求すべきである．その実施

に当っては・各地域への大幅な権限委譲と，各地域ごとの明確で出来るだけ定

量化した経営目標（例えぱ数値化された採算改善目標など）を樹立し，それを

地域に与えることである．

　そのほか，公団の経営の多角化に向けて，まず民間との共同事業を開発すぺ

きではなかろうか．例えぱ，需要喚起の一環としての民間との共同イペント，

旅行業者・ホテルなどとの共同による周遊一括クーポンの販売，レストエリヤ

やインターチェンジとその周辺の民間との共同開発や，ロングランプの建設と

工業・流通団地やリゾート基地を一体化した共同開発など，新しい芽をどんど

ん伸ばして行くべきであろう．
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5　その他の遭路への民間参加方式

　（1）　米国に事ける新しい民間参加の動き

　先進国　開発途上国を間わず，増大する道路整傭の二一ズと財政不如意との

ギャヅプに悩む政府は，遭路への民間の資金参加を促進しようとしている。中

でも連邦政府の大赤字に悩み，一方，道路整備の二一ズは高まる一方の米国に

おいて，その動きは著しい．その動きは否でも日本に波及してくるであろうし，

興味深い問題を含んでいるので，簡単に紹介しておこう．まず民間による資金

参加の主な形態は次の通りである一

　a．SAD（SP㏄ia1Assessment　District一特別賦課金地区）

　ある行政区域内において，適路等のインフラの整備によって著しい利益をう

ける地区を，そこにおける不動産所有者の同意を得て設定し，通常課される資

産税，売上税等に上乗せして付加税をかけて，そのインフラの整備等にあてる，

という方式．

　b・TIF（Tax　Increment　Financing一増加税収債券）

　これはインフラや交通の整備の開発効果によって生じるべき資産税や売上税

の増収分を償還財源に充てるという前提のもとに債券を発行し，その収入を当

該インフラ・交通の整備に充当するものである．そのためには，予め適用対象

地区を定める必要がある．

　C。賦課金（eXaCti㎝）

　新しい開発が，開発区のそとにある杜会資本にある眼度以上の負荷をあたえ

る場合に，その拡充，改善のための費用を，開発企業に負担させる制度。

．　Impact　Fee（インバクト　フィ■）

　新開発が開発区の外の幹線遣路を或る限度を超えて混雑させるような場合，

その道路の拡幅，インターチェンジ新設，アクセスの建設などの費用を，開発

企業が負担することが，開発許可の条件とされる．その負担額は，住宅規模別

に1戸当り所定の額，事務所1平方フィート当り所定の額，といった形で支払

われる．
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・　交渉による分担金（ne90tlated　dedicatiOn）

　負担金を所定の単価に基づくのでなく，地方自治体と開発企業の間の交渉に

よってさだめる制度．大手企業にとってはこの方が柔軟性があって，一般的に

は望ましい．必要とされる道路の拡幅，改良，新設の決定に当たっては，開発

があった時となかった時（with　and　wi七hOu七）の想定交通状況がきめ手となる．

これはimpact　feeの場合も同様で，典型的な原因者負掴の形をとった受益者

負担である．

　d．セール・リースバヅク方式

・　リース・バーチェス・アグリーメント

　当局がさほど巨額でない固定設備・機器について，それを購入することなく，

民間からリースし，毎年リース料を支払うやり方である．相手の民間側はその

リース料支払の約束を担保にして借入れを行い，当該固定設備・機器を製造し

て当局にリースするということもできる．このようなリースには，免税の特典

がある．また当局は，所有する設備・機器を民間に売却して収入を得た上，改

めてそれを賃借して（リース料を払って）使用することもある．

・　参加証書（certi丘c乱七e　of　participati㎝），設備信託証書（Equipment　trust

Certi丘Cate）

　当局は特定の金融機関に建設予定の施設を信託し，金融機関はその施設を担

保に上述の証書を売り出す．民間の買い手はその施設の部分的所有者になり，

証書の満期までに元利の償遺をうける．金融機関は当局から支払われるリース

料をその元利の支払いに充てる．当局は金融機関を通じて得た証券の売却代金

をその施設の建設にあてると同時に，証券の満期までリース料を支払い続ける．

このようなやり方で，当局は毎年のリース料の支払いだけで，施設の建設と利

用とをおこなうことが出来る．この方法によれぱ，より巨額の施設の資金調達

が出来る．

　以上のような動きの一つの特長は，開発企業や地主などが費用負担掌するそ

の対象道路が，開発地内の道路から，外側の一般の幹線遭路に広がったことで

ある．その背後にはカリフォルニヤを始めとする成長州において，都市の郊外
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や郡部への急速な成長・展開が進んでいることがある．社会資本の整備がその

急速な開発に追いつけず，放置すれぱ混雑が激化し，先住民の反開発，反成長

の運動が発生する．それに対して米国の開発規制政策は，かつての「社会資本

の不足な場所における開発は許さない」というr成長抑制」から，民間参加に

よって社会資本の充実がはかられる所で成長を許すという，市場メカニズムを

尊重したr成長管理」へと移ってきているのである．

　（2）　日本における動きと展望

　わが国における有料道路以外の形の民間参加は，きわめて隈られている．米

国におけるほど，公的資金の不足が深刻化していないことも，一つの原因であ

ろう．しかしわが国でも，道路整備の二一ズはまだまだ増大する一方，燃料税

収入は車の省エネ化などもあって，伸び悩みの傾向が見える．そのギャヅプは

次第に拡がる可能性がある．しかも他方において，民間資金は一層豊かになり，

投資口を求めて動くであろうから，道路への民間の資金参加は今後次第にふえ

ていくものと思われる．

　現段階では，受益者負担，開発利益の内部化など，いくつかの例が散見され

るのみで，米国のように事例を重ねて，観念，手法，基準などが，各形態ごと

に次第に確立されて行く状況とは，かなりの径庭がある．事例としては，東京

湾臨海副都心開発における関連幹線遣路や東京港連絡橋などの費用の一部を，

受益企業が公共減歩や保留地の減少などの形で用地を無償提供するという方法

で，負担することが決まった・また高速道路の追加インターチェンジの建設費

を，それによって受益する地元が，周辺開発の利益の中から負担する制度が動

き出した．これにはNTTの株買却収入の無利子貸付制度が導入されている、

その資金は，他の遣路と沿道の共同開発事業にも利用される．また道路の上下

空間を建築物に利用する道路と建物の一体化建設の制度化も始った．さらには

横浜市は第三セクターに，都市計画遣路の建設と周辺土地開発を一体的に行わ

せ開発利益を道路費用に遼元する方式の実施を予定している．

　これらはいずれも緒についた許りで，今後の見通しは不確実である∵これか

らの各種の新工夫の展開については，わが国においては中央官庁の地方自治体
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に対する規制，指導が強く，とかく函一性を強い勝ちであることが，懸念され

る．イノベーシ冒ンは，米国のような州の白治の下で多様に花開く可能性が高

い、わが国での新展開も，地方自治体の白主性の増大によって，始めて明るい

展望が開けるであろう．
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